
 

 
    

 

 

議案第５９号 

 

（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

 

（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約（平成２７年１２月

１５日議決、平成２９年１２月１４日変更議決、平成３０年１２月１３日変更

議決、令和元年６月２７日変更議決、令和元年１２月１２日変更議決、令和２

年１２月１１日変更議決、令和４年３月１８日変更議決、令和５年３月１７日

変更議決及び令和６年３月１８日変更議決）の一部を次のように変更する契約

を締結する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１３日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

４の契約金額「８，１４２，８９３，９６２円」を「８，１６６，０８０，

５２０円」に変更する。 



 

 
    

 

 

参考資料 

 

１ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について（平

成２７年１１月２６日提出・平成２７年１２月１５日議決） 

 

１  事 業 名  （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業 

  

２  履 行 場 所   川崎市麻生区栗木２丁目８番３ 

 

３  契 約 の 方 法   総合評価一般競争入札 

 

４  契 約 金 額   ８，０８３，９５８，２３３円 

 

５  契 約 期 間   契約締結日から平成４４年３月３１日まで 

 

６  契約の相手方   川崎市中原区上小田中２丁目３番６号 

 

             株式会社 川崎北部学校給食サービス 

 

              代表取締役 山本 德憲 

 

２ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について（平

成２９年１１月２７日提出・平成２９年１２月１４日議決） 

 

４の契約金額「８，０８３，９５８，２３３円」を「７，９９３，８２ 

 

２，０００円」に変更する。 

 

 

３ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について（平

成３０年１１月２６日提出・平成３０年１２月１３日議決） 

 

４の契約金額「７，９９３，８２２，０００円」を「７，９９２，０９ 

 

５，０５３円」に変更する。 

 

 



 

 
    

 

 

４ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について（令

和元年６月１０日提出・令和元年６月２７日議決） 

 

４の契約金額「７，９９２，０９５，０５３円」を「８，０７１，９８ 

 

６，３２９円」に変更する。 

 

 

５ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について（令

和元年１１月２５日提出・令和元年１２月１２日議決） 

 

４の契約金額「８，０７１，９８６，３２９円」を「８，０７９，０３ 

 

５，０１２円」に変更する。 

 

 

６ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について（令

和２年１１月２４日提出・令和２年１２月１１日議決） 

 

４の契約金額「８，０７９，０３５，０１２円」を「８，０９１，４５ 

 

２，３０５円」に変更する。 

 

 

７ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について（令

和４年２月１４日提出・令和４年３月１８日議決） 

 

４の契約金額「８，０９１，４５２，３０５円」を「８，１０３，８８ 

 

９，６５２円」に変更する。 

 

 

 

 



 

 
    

 

 

８ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について（令

和５年２月１３日提出・令和５年３月１７日議決） 

 

４の契約金額「８，１０３，８８９，６５２円」を「８，１１６，４８ 

 

０，８４８円」に変更する。 

 

 

９ （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について（令

和６年２月１３日提出・令和６年３月１８日議決） 

 

４の契約金額「８，１１６，４８０，８４８円」を「８，１４２，８９ 

 

３，９６２円」に変更する。 

 

 

10 変更理由 

事業契約書第７１条の規定等に基づき、物価変動による契約金額の変更を

行うものである。 

 


